
医療型児童発達支援

２７  医療型児童発達支援サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 1111 医児発１ 333 1日につき

62 1112 医児発１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 233

62 1131 医児発１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 283

62 1113 医児発１・未計画 通所支援計画が作成されない 316

62 1114 医児発１・未計画・開所減１ 単位 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 221

62 1132 医児発１・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 269

62 1115 医児発１・地公体 地方公共団体が設置する医療型 321

62 1116 医児発１・地公体・開所減１ 児童発達支援センターの場合 開所時間減算（4時間未満） × 225

62 1133 医児発１・地公体・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 273

62 1117 医児発１・地公体・未計画 × 通所支援計画が作成されない 305

62 1118 医児発１・地公体・未計画・開所減１ 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 214

62 1134 医児発１・地公体・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 259

62 1121 医児発２ 445

62 1122 医児発２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 312

62 1135 医児発２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 378

62 1123 医児発２・未計画 通所支援計画が作成されない 423

62 1124 医児発２・未計画・開所減１ 単位 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 296

62 1136 医児発２・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 360

62 1125 医児発２・地公体 地方公共団体が設置する医療型 429

62 1126 医児発２・地公体・開所減１ 児童発達支援センターの場合 開所時間減算（4時間未満） × 300

62 1137 医児発２・地公体・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 365

62 1127 医児発２・地公体・未計画 × 通所支援計画が作成されない 408

62 1128 医児発２・地公体・未計画・開所減１ 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 286

62 1138 医児発２・地公体・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 347

62 1211 医児発３ イ　肢体不自由児の場合 333

62 1212 医児発３・開所減１ 単位 開所時間減算（4時間未満） × 233

62 1213 医児発３・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 283

62 1221 医児発４ ロ　重症心身障害児の場合 445

62 1222 医児発４・開所減１ 単位 開所時間減算（4時間未満） × 312

62 1223 医児発４・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 378

62 6000 医児発児童発達支援管理責任者専任加算１ 児童発達支援管理責任者専任加算 イ　肢体不自由児の場合 単位加算 51

62 6001 医児発児童発達支援管理責任者専任加算２ ロ　重症心身障害児の場合 単位加算 51

62 5350 医児発家庭連携加算１ 家庭連携加算 イ １時間未満 単位加算 187 月２回限度

62 5351 医児発家庭連携加算２ ロ １時間以上 単位加算 280

62 6805 医児発事業所内相談支援加算 事業所内相談支援加算 単位加算 35 月１回限度

62 5360 医児発訪問支援特別加算１ 訪問支援特別加算 イ １時間未満 単位加算 187 月２回限度

62 5361 医児発訪問支援特別加算２ ロ １時間以上 単位加算 280

62 5310 医児発食事提供加算Ⅰ 食事提供加算 イ 食事提供加算（Ⅰ） 単位加算 30 1日につき

62 5311 医児発食事提供加算Ⅱ ロ 食事提供加算（Ⅱ） 単位加算 40

62 5370 医児発上限額管理加算 利用者負担上限額管理加算 単位加算 150 月１回限度

62 5492 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅰ 福祉専門職員配置等加算 イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 単位加算 15 1日につき

62 5490 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅱ ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 単位加算 10

62 5491 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅲ ハ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 単位加算 6

62 5495 医児発欠席時対応加算 欠席時対応加算 単位加算 94 月４回限度

62 6220 医児発特別支援加算 特別支援加算 単位加算 25 1日につき

62 6240 医児発送迎加算 送迎加算（重症心身障害児に限る） 単位加算 37 片道につき

62 6750 医児発保育職員加配加算 保育職員加配加算 単位加算 50 1日につき

62 6250 医児発延長支援加算１ 延長支援加算 (1) １時間未満 単位加算 61

62 6251 医児発延長支援加算２ (2) １時間以上2時間未満 単位加算 92

62 6252 医児発延長支援加算３ (3) 2時間以上 単位加算 123

62 6253 医児発延長支援加算４ (1) １時間未満 単位加算 128

62 6254 医児発延長支援加算５ (2) １時間以上2時間未満 単位加算 192

62 6255 医児発延長支援加算６ (3) 2時間以上 単位加算 256

62 6760 医児発関係機関連携加算Ⅰ 関係機関連携加算 イ　関係機関連携加算（Ⅰ） 単位加算 200

62 6761 医児発関係機関連携加算Ⅱ ロ　関係機関連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

62 6621 医児発処遇改善加算Ⅰ  福祉・介護職員処遇改善 イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 単位加算 1月につき

62 6616 医児発処遇改善加算Ⅱ 加算 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 単位加算

62 6596 医児発処遇改善加算Ⅲ ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 単位加算

62 6601 医児発処遇改善加算Ⅳ ニ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 単位加算

62 6606 医児発処遇改善加算Ⅴ ホ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 単位加算

62 6611 医児発処遇改善特別加算 福祉・介護職員処遇改善特別加算 単位加算

（定員超過）
サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 8111 医児発１・定超 233 1日につき

62 8112 医児発１・定超・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 163

62 8131 医児発１・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 198

62 8113 医児発１・定超・未計画 通所支援計画が作成されない 221

62 8114 医児発１・定超・未計画・開所減１ 単位 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 155

62 8132 医児発１・定超・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 188

62 8115 医児発１・地公体・定超 地方公共団体が設置する医療型 × 225

62 8116 医児発１・地公体・定超・開所減１ 児童発達支援センターの場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 158

62 8133 医児発１・地公体・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 191

62 8117 医児発１・地公体・定超・未計画 通所支援計画が作成されない 214

62 8118 医児発１・地公体・定超・未計画・開所減１ 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 150

62 8134 医児発１・地公体・定超・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 182

62 8121 医児発２・定超 312

62 8122 医児発２・定超・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 218

62 8135 医児発２・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 265

62 8123 医児発２・定超・未計画 通所支援計画が作成されない 296

62 8124 医児発２・定超・未計画・開所減１ 単位 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 207

62 8136 医児発２・定超・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 252

62 8125 医児発２・地公体・定超 地方公共団体が設置する医療型 300

62 8126 医児発２・地公体・定超・開所減１ 児童発達支援センターの場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 210

62 8137 医児発２・地公体・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 255

62 8127 医児発２・地公体・定超・未計画 通所支援計画が作成されない 285

62 8128 医児発２・地公体・定超・未計画・開所減１ 場合 × 開所時間減算（4時間未満） × 200

62 8138 医児発２・地公体・定超・未計画・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 242
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